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多文化共生、消費生活相談

「えっ！カット？シャンプー？どうして日本なの
に英語で話しているのかな？」と理容室で思ったこ
とがあります。
日系人の多い田舎の町には独特な言葉が存在しま

す。それは「コロニア語（移住地語）」です。「コロ
ニア語」は日本語の一種と言えます。
特徴として：①カタカナ語が少なく、「カメラ」で

はなく「写真機」、｢トイレ｣ではなく｢便所｣、などと
いう古い言葉を使います。②日本語とポルトガル語
を混ぜて話します。「夕飯もう食べましたか？」は
「もう、Jantaした？」になります。③日本全国の方
言を混ぜて話します。たとえば、北海道弁と関西弁
を混ぜて「ナンバンとなすびをコウタで！」、つまり、
標準語にすると、「唐辛子と茄子を買いました！」で

す。④鼻濁音の「カ
｡
→ガ」、「ヅ→ズ」などの発音に

非常にこだわります。
日本人、ブラジル人にも通じない、日系人の間だ

けに通じるコロニア語は特に戦前移民者の多い地域
でよく使われています。
たまに、母と話をして「私が。。。」、つまり、鼻濁

音の「カ
｡
」を使わないで話しをすると、すぐ「ブラ

ジル人か？」と言われます（怒られます）！私はブ
ラジル生まれの三世であるし、母もブラジル生まれ
なので、｢ブラジル人｣です！日系人の間では「日本
人」と「ブラジル人」のアイデンティティは非常に
わかりづらいものになっています。ある意味で
Engraçado（面白い）でしょう！

☆コロニア語辞典
アブラムシ：ゴキブリ、ビデオゲーム：テレビゲーム、
ちりがみ：トイレットペーパー

長浜市国際交流員
エバートン

エバートンの「髪を切って、洗ってください!」

消費生活相談コーナー 消費生活相談コーナー 
貸金業法が改正されました！
あなたは大丈夫ですか

■問 環境保全課 消費生活相談窓口
（7６５－６５６７、FAX６５－６５７１）

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、「年収の３分の１」
を超える新規借り入れができなくなりました。また、
借入金によっては年収を証明する書類が必要です。

【専業主婦の場合】
○借入をする時には配偶者の同意が必要。
○年収を証明する書類が必要。（一度に借りる金額が
50万円以上の時、また他社でも借り入れがあり、
借入総額が100万円を超えるとき）

※ただし、銀行などの借り入れやクレジットカードで
商品を購入する場合、貸金業法は適用されません。
しかし、クレジットカードで現金を借りる場合は適
用されます。

＊「年収を証明する書類」とは源泉徴収票、確定申告、
給与明細などです。

「夫に知られたくないのでヤミ金に借りた。」など
という相談が他市に寄せられています。借入をする前
に消費生活相談窓口にご相談ください。長浜市消費生
活相談窓口では、無料多重債務相談窓口などと連携し
救済のお手伝いをしています。

■申 健康推進課(7６５－７７７９)

ストレスはさまざまなかたちで私たちに影響して
います。自分には全くストレスがないと思っていて
も気づいていないだけで、実は多くのストレスを抱
えていることもあります。ストレスが原因で心や体
にいろいろな症状が現れている場合もあります。こ
の機会にストレスへの対応方法について一緒に学び
ませんか？
【内　容】「ストレスがこころと体に与える影響」
【講　師】辻本哲士 精神科医師

（滋賀県立精神保健福祉センター所長）
【と　き】①11月５日（金）13時30分～15時30分

（受付は13時から）
②12月２日（木）13時30分～15時30分
（受付は13時から）

【ところ】①六角館2階レクチャールーム(勝町)
②公立木之本公民館（木之本町木之本）
※同タイトル・同内容で２回開催します。

【定　員】各会場 長浜市民約50人（予約制）
【申込方法】電話で下記まで
【申込締切】①10月28日（木）②11月25日(木)

平成22年度 心の健康セミナー
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※至誠通天
誠を尽くせば天が
味方してくれること

←日系人協会でよく開
催される盆踊り！

Dançaしましょう！
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４
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一日年金相談所（予約制）開催
【開 催 日】平成22年11月18日（木）、平成23年１月20日

（木）、平成23年３月17日（木）
【開催場所】長浜市社会福祉協議会２階（高田町）
【相談内容】国民年金・厚生年金の年金加入期間の確認、年金

見込み額の試算、年金裁定請求書等の受付など
の年金事務所と同様の年金相談を受けていただ
けます。

【予約時間】10時から16時まで
【申込方法】ご希望の相談日の１週間前までに、

予約専用電話０７４９－２３－５４８９に相談
日をご予約ください。相談日の１か月前から予
約できます。
※予約状況によっては相談日時を調整させてい
ただく場合もありますのでご了承願います。
※予約の際には基礎年金番号、相談内容を伝え
てください。後日「予約年金相談のお知らせ」
（ハガキ）を送付します。

【予約申込先】彦根年金事務所（専用電話０７４９－２３－５４８９）
※この電話では予約以外のご用件はお受けできません。

【持 ち 物】年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書等年金
番号のわかるもの、印鑑
※代理人が相談に行かれる場合は、委任状と代
理人の身分証明書

■問彦根年金事務所お客様相談室（7０７４９－２３－１１１６）

エングラ ッ サ ド

ダ ン サ

ジ ャ ン タ

▲コンバインで田刈（摺墨地区にて）


